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   長野市建設工事等に係る公募型指名競争入札の実施に関する要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、市が発注する建設工事（建設業法（昭和24年法律第100号。以

下「法」という。）第２条第１項に規定する建設工事をいう。以下「建設工事」と

いう。）の請負契約及び建設工事に係る測量、調査、設計、監理等（以下「工事に

係る測量等」という。）の委託契約において、事前に入札参加を希望する事業者を

募集し、その応募者の中から入札参加者を選定する方式（以下「公募型指名競争

入札」という。）を実施するにあたり、長野市契約規則（昭和60年長野市規則第４

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（対象） 

第２条 対象案件は、設計金額200万円を超える建設工事の請負契約及び設計金額100

万円を超える工事に係る測量等の委託契約で、市長が公募型指名競争入札による

べきと判断したものとする。 

（入札参加申請） 

第３条 公募型指名競争入札に参加を希望する者は、次条第１項第５号の受付期限ま

でに、公募型指名競争入札参加申請書を提出しなければならない。 

（入札参加希望者への周知） 

第４条 公募型指名競争入札を実施するときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を

公表するものとする。 

 (1) 建設工事の請負契約又は工事に係る測量等の委託契約の名称 

 (2) 工事又は履行の場所 

 (3) 予定工期又は予定履行期間 

 (4) 入札参加資格 

 (5) 入札参加申請の受付期限及び受付場所 

 (6) その他予算執行者が必要と認める事項 

２ 前項に規定による公表は、長野市ホームページ（入札情報システム等）への掲載

及び契約課閲覧所への掲出により行なうものとする。 

（入札参加申請の受付期間） 

第５条 入札参加申請の受付期間は、前条による公表の日から３日間以上（閉庁日を

含まない。）としなければならない。 

（指名業者の選定） 

第６条 市長は、第３条の規定による参加申請書の提出者（以下「申請者」とい

う。）の中から指名業者を選定するものとする。ただし、選定者数が長野市建設工

事等競争入札参加者の資格、審査等に関する要綱第10に規定する標準指名業者数

に満たない場合は、これに達するまで、建設工事・工事に係る測量等競争入札参

加資格者名簿（長野市契約規則様式第４号。）に搭載されている事業者の中から選

定できるものとする。 

（通知書等の交付） 

第７条 市長は、申請者のうち指名業者として選定しなかった者（以下「非選定者」



 

 

２

という。）に対し、その理由を付した非選定通知書を送付するものとする。 

（非選定者に対する理由の説明） 

第８条 非選定者は、原則として、前条の通知をした日の翌日から起算して３日以内

に、市長に対して、書面により指名業者として選定されなかった理由について説

明を求めることができる。 

２ 市長は、前項の説明を求められたときは、原則として前項の書面を受け取った日

の翌日から起算して４日以内に書面により回答するものとする。 

３ 前２項に係る書類は、事後に公表することがある。 

（その他） 

第９条 この要領に定めるもののほか建設工事等に係る公募型指名競争入札の実施に

関し必要な事項は、市長が別に定める。 

（工事に係る測量等の委託契約における読替規定） 

第 10 条 この要領において、工事に係る測量等の委託契約にあっては、「公募型指名

競争入札」とあるのは「公募型競争入札」と読み替えるものとする。 

（電子入札における規定の準用） 

第 11 条 第１条から第 10 条までの規定は、電子入札を行う場合について準用する。 

    

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 （長野市建設工事等に係る公募型指名競争入札試行要領の廃止） 

２ 長野市建設工事等に係る公募型指名競争入札試行要領は、平成29年３月31日限り

廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

この要領は、令和７年10月１日から施行し、同日以後に指名の通知を行う契約

について適用する。 

 


